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平成27年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成27年９月７日（月） 

                                           

                                        

（午前９時30分 開議） 

○議長（中本正人君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（中本正人君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中本正人君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において12番 堀内君、

17番 井上君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中本正人君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は16人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、４番 今城君。 

〔４番（今城敏仁君）登壇〕 

○４番（今城敏仁君）皆さん、おはようござ

います。 

 暑かった夏も、やっとこの９月に入ります

と朝夕がめっきり涼しくなってきました。季

節の変わり目でございますけど、皆さん、体

調のほう管理していただいて、ますます議会、

また議員活動に活躍していただきたいと思い

ます。 

 さて、この26日から「紀の国わかやま国体」

が開会されます。「躍動と歓喜、そして絆」と

いうこのスローガンのもとに、すばらしい大

会になるように、我々も微力ではございます

が、また努力してまいりたいと思います。 

 この橋本市においては、バレーボール、サ

ッカー、そしてソフトボールと会場になって

ございます。ぜひ皆さん足を運んでいただい

て、ボランティア活動等々で協力していただ

きたいというふうに思います。 

 それから、せんだっての先週の新聞に、和

歌山版でございますけども、うれしいニュー

スが載ってございましたので、ちょっとここ

で紹介させていただきます。 

 高野口小学校ユネスコ認定ということでご

ざいます。証書などを伝達。橋本市立高野口

小学校が、国連教育科学文化機関によるユネ

スコスクールに認定され、同校に１日、証書

と掲示用のプレートが伝達された。県内の小

学校では、これまでに和歌山、田辺、橋本の

３市で１校ずつが認定を受けている。認定校

は、平和や人権などユネスコが提唱する基本

理念に通じ、個人と社会のつながりを尊重す

るなど、特色ある教育に取り組む学校と位置

付けられる。高野口小学校では、生活科（１

年、２年）や総合学習（３年から６年）の授

業で、身近な自然環境について学んだり、住

民を講師に招いて地域の話を聞いたりする学

習を実践。昨年、同スクールへの加盟を申請

し、今年４月に認定された。この日は、全児

童が参加して体育館で贈呈式があり、橋本ユ

ネスコ協会の辻本徹会長が森下校長に証書と

「ユネスコスクール」の文字が入ったステン

レス製プレートを手渡した。森下校長は、「地

域とのコミュニケーションを深め、テーマを
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絞ってさらに学習を深めたい」と話した。と

いうふうな記事が載ってございます。 

 この和歌山の橋本市に、もう１校、このユ

ネスコスクールに認定されているのは紀見小

学校だそうでございます。県下に４校しかな

いユネスコスクールが、この橋本市に２校も

あるということは、我々この地域の誇りでは

ないかと。教育長もいらっしゃいますけれど

も、教育長のご指導がいいんやないかなとい

うふうに思っております。こういう学校が増

えていけばいいなというふうに思った記事を

紹介させていただきました。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせて

いただきます。 

 まず、第１番目でございます。防火対策に

ついて。初期消火の重要性について。消防署、

消防団の皆さんには、市民生活の安心・安全

のため、日夜を分かたぬ努力で生命・財産を

守っていただいております。 

 さて、５月11日にお隣の九度山町で、８月

３日に橋本市古佐田において火災が起こり、

どちらの火事も類焼して大火となりました。

被災された方々には、この場を借りてお見舞

い申し上げます。 

 火災発生時において一番重要なことは、初

期消火であると思いますが、本市では、初期

消火率を上げるため、町内会、自治会単位で

どのような防火訓練を行っておられますか。 

 ２番目は、12月の一般質問でもさせていた

だきました、フィックス・マイ・ストリート、

マイレポというアプリを使った市民サービス

はどうですか、という続きでございます。 

 スマートフォン等の使用による情報のスピ

ード化と共有化について。アプリを利用した

行政サービスについて。本市ではホームペー

ジでさまざまな情報を発信し、市民からの要

望は市長への手紙、パブリックコメント等で

皆さんの声をお聞きしております。ＩＣＴの

時代、スマートフォン等の使用による情報の

スピード化と共有化をもっと進めてはいかが

でしょうか。 

 以上２点、壇上からの質問を終わります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君の質問項

目１、防火対策に対する答弁を求めます。 

 消防長。 

〔消防長（寺垣内 守君）登壇〕 

○消防長（寺垣内 守君）皆さん、おはよう

ございます。 

 防火対策についてお答えします。 

 消防本部の防火対策の取り組みとして、事

業所や各地域の自治会に対して、防火防災訓

練の指導を行っています。 

 昨年度、橋本市内で防火防災訓練指導を実

施した数は133回、延べ１万1,249人の参加が

ありました。そのうち、自主防災会・自治会

等の住民を対象とした訓練指導は38回で、延

べ2,963人の住民が訓練に参加されました。 

 訓練の種目として、通報、避難、初期消火、

応急手当、地震体験、煙体験などを行ってい

ます。 

 議員おただしのとおり、火災が発生したと

き重要となるのが初期消火です。天井に燃え

移ると消化が困難となり、初期の段階で消火

できれば被害が軽減されますので、訓練指導

の場では、初期消火に役立つ消火器を使った

訓練を実施しています。 

 これとは別に、一般家庭を対象とした防火

訪問を計画的に実施しています。昨年度は７

地区、延べ2,055軒の家庭を訪問しました。 

 この防火訪問では、自主防火点検のチラシ

を各家庭に配付し、初期消火に必要な消火器

の設置や義務化された住宅用火災警報器の設

置をお願いするなど、住民との対話を通じて

火災予防の啓発に努めています。 

 今後も防火防災訓練指導や防火訪問等を実

施し、今まで以上に地域住民との連携を深め、
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防火防災意識をさらに高める取り組みを進め

てまいりたいと考えています。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）次に、防災推進室

の取り組みですが、平成25年度より「自らの

地域の安全は自分たちで守る」という考えで、

地域の防災力を高めるため、橋本市を四つの

地域に分けて、自主防災会及び自治会を対象

として、住民と橋本市や関係団体等が一体と

なった住民参加型の防災訓練を実施していま

す。平成25年度は高野口地区、平成26年度は

橋本・山田地区を対象に開催し、今年度11月

には紀見地区、来年度は隅田・恋野・学文路

地区を対象に開催予定です。 

 この地域防災訓練の訓練種目は、さまざま

な訓練種目を取り入れていますが、初期消火

訓練として、バケツリレーや訓練用の消火器

を使った消火訓練も含まれています。この訓

練によって、防火知識及び技術の取得をして

いただけると考えています。 

 また、訓練以外の取り組みとして、災害が

発生した場合に、地元の防災関連施設や一時

避難所等を把握しておくことは非常に重要で

あり、そのために防災マップの作成が大変有

効であることから、平成25年度と本年７月に、

防災マップの作成方法について勉強会を開催

し、各自主防災会に防災マップの作成を促し

ています。 

 この防災マップを作成する過程で、地域の

皆さんでまち歩きを行っていただき、防災対

策における「自助・共助・公助」の中の「共

助」を考える良い機会となり、地域の防災力

を高めていこうと考えています。 

 今後も引き続き、火災発生時の初期消火等

にも役立つような防火防災の取り組みを進め

てまいります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君、再質問

ありますか。 

 ４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 実は、せんだって５月の11日に九度山で起

こった火災、それから８月の３日に古佐田で

起こった火災でございますけれども、この２

件に関して、すごく共通項がございます。特

に、九度山、古佐田で起こった火災は、どち

らも商店街の中で、消防署が入りにくい場所

で起こってございます。 

 そして、一番の問題やと思うんですけども、

昼間の高齢者の方々ばかりで、若い消火活動

できる方がほとんどいらっしゃらなかったと。

九度山のほうもお話を聞いておりますと、だ

いたいが昼間の人口の平均年齢が70歳から75

歳になると。夜になると、働きに出られてい

る方が帰ってくるので、そこで平均年齢は下

がってくるんですけども、この昼間の人口、

そして、そこには一人暮らしのご老人ですと

か、老老介護の方等がおられまして、初期消

火というところでは大変苦労する状況にあっ

たと。それが結局、こういうふうな大火にな

ったのではないかと。たらればですけれども、

思います。 

 ですから、この初期消火の訓練というのが

一番大事ではなかろうかと思うんです。 

 まず、先ほど総務部長もおっしゃいました

自助でございます。この自助というのは、や

はり、自分の身は自分で守るということが一

番大事な点ではなかろうかと思います。そし

て、早速、私も自助、どうしたらええんかな

ということで、やっぱり火の気のある所には

消火器を置くというのが一番大切ではないか

ということで、消防署のほうへ電話しまして、

どこで購入できるんかなといったら、ホーム

センター等々へ行けばありますよというお話

でしたので、早速買ってまいりました。だい

たい四、五千円で買えます。これがまず、自
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助やと思います。 

 そして、共助のほうですけども、いろんな

各、昔から、我々高野口でしたら消防団がご

ざいます。消火班がございます。そこでの訓

練等々を行っていくことが、この、共助の部

分で一番大事ではなかろうかと思います。 

 この、防災関係におきましては、割合、地

震に対しての防災ということで、かなりいろ

んな、各区長さんはじめ熱心にお取り組みを

いただいて、防災マップ等々つくっていただ

いているんですけども、いざ火災が起こった

ときに、その地域コミュニティでどういうふ

うに動くんかな、どういうふうにして、この

地域を守るんかなというところが、方々で話

を聞きますと、ちょっとその訓練等々ができ

てないというふうに思います。 

 先ほど消防長のほうからお話しいただいて、

各区において、去年は訓練は１万1,249人、そ

れから2,963人の方々が訓練を行っておると

いうことでございますけれども、私も消防に、

25のときから約30年間消防団に入っておりま

して、やはり消火の大事さといいますか、消

火活動、かなり高野口では昔から火事が多う

ございまして、かかわってきたわけですけど

も、やはり、いざ火事が起こると、どういう

ふうに動かなあかんというのを訓練しておか

んと、消火栓を開けてホースをつないで水を

出す、この作業一つにしてでも、慌てて、そ

ういうことを知らなかったら、消火栓を開け

て水を出したが、ホースがつながってない、

または、そのホースの先の管鎗への連絡が不

手際があって、管鎗で昔は振り回されて大け

がをしたと、いろいろな事例がございます。 

 ですから、ぜひこの初期消火に対して、共

助のほうで防災協会等があるということでご

ざいますので、これは総務部長のほうにお尋

ねします。自主防災会の結成率というのは、

今どれぐらいございますか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）現在、81.1％の結

成率となっております。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ということは、あとま

だ20％が防災協会に入ってないということ、

これ、自主防災協会ですね。今回の、この火

事を教訓として、やはり地域地域で、防災と

防火に対する訓練というのは必要ではないか

というふうに思うわけでございます。 

 まず、とにかく人命が第一でございます。

人命が第一でございまして、それこそ、いろ

いろと各消火班、消防団ではやっていただい

ているんですけども、共助のほうで、今後こ

の辺のところの訓練をもっと増やしていただ

いて、この地域においての、自分たちの身は

自分たちで守る、自分たちのエリアは自分た

ちで守るというところ、そして、この公助の

ほうで、自主防災会で我々がまたサポートし

ていくというところが大事ではなかろうかと

思うんですけれども、ここで、結成率が81％、

そして、いろいろ話を聞いてございますと、

この防災防火に対してすごく熱心に取り組ん

でいる地域と、それと、そんなんしたことな

いよという地域が大きく分かれるわけでござ

います。その辺のところの、我々は公助とし

て、消防署また消防団、それから行政のほう

から、いろいろと今後こういう機会を多く持

っていただいて、住民の生命、財産を守るた

めに頑張っていただきたいと思うんですけれ

ども、今後、このようなことをもっとやって

いただくような予定等はございませんか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）毎年、各拠点避難

所で開催しております避難所勉強会というの

があります。自主防災組織を立ち上げていな

い自治会につきましては、早期に結成してい

ただくような要望もさせてもらっております。
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また、自主防災会設立のための勉強会につい

ても、平成26年度で開催しております。 

 ということで、今後も自主防災組織の結成

率の向上に向けて、積極的に取り組んでまい

りたいと思います。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。

積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、一つ、先ほどちょっと消火器の

ほうのお話をしたんですけども、私の知って

いる方から、この間、電話来まして、消防署

のほうから来たんやけども、消火器をと。こ

ういう大火事があると、必ずそういうふうな

話を聞くんですけども、売りに来られて、か

なりの高額な金額を言うておったわけです。

これ、今城さんどうやろうな、と言うから、

これはだいたい四、五千円ぐらいで多分ある

と思いますよというお答えをしたんですけど

も、この辺のところは、消防署のほうがＰＲ

するとか、行政のほうからそういうことをや

るということはできないと思うんですけども、

皆さんはおわかりやと思うんですけども、消

火器等々はホームセンター等々で売っておる

という、こういうふうな何かＰＲといいます

か、私も知らんで、どこで購入したらええか

で、お電話で聞いたんですけども、こういう

何かの機会に、そういうふうなところをＰＲ

できたらなというふうに思うんですけども、

この辺のところはいかがですか。消火器の購

入等々を、どこで買うのか。 

○議長（中本正人君）消防長。 

○消防長（寺垣内 守君）議員おただしの消

火器の販売元についてですけども、一応ホー

ムページとか、いろいろ広報もさせていただ

いているんですけども、今後また、市の広報

等に掲載してＰＲしたいと思います。よろし

くお願いしておきます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 やはり、自分の身は自分で守るというのが

一番最初やと思いますので、この間の古佐田

の火事も、いろいろお聞きしますと、あれは

コンデンサーの過熱による自然発火やという

ことをお聞きしました。そして、最初の火は、

本当に子どもの姿ぐらいの火やったと。運悪

く奥さんがお葬式に出られてて、旦那さんは

いたんですけども、旦那さんも十数年前に脳

梗塞を患ろうて、ちょっと不自由やったと。

このときに消火器で初期消火ができてたら、

これも本当に、たらればの話になるんですけ

ども、あそこまでの大火にはなってなかった

というふうに思います。 

 それこそ火元になりますと、いろんな意味

で、これは民法の709条で失火法がございまし

て、故意または重過失のない限り、類焼の責

任は負わなくていいというふうな法律がある

わけですけども、火元となったところは、や

はり道義的な責任等々で、かなり精神的に苦

労されておると思います。 

 そういうことがございますので、とにかく、

今後、初期消火のほうをよろしくお願いして

おきます。初期消火の訓練ですね。それから、

それこそ安全・安心して暮らせるまちづくり

と。防火意識の普及・啓発や安全指導の充実

などに努めますと、長期総合計画にも載って

ございます。市の責任有無はないんですけど

も、行政のとるべき今後の課題は、消火に対

する訓練を周知徹底することが、行政のとる

べき責任であろうと思うんですけども、この

辺のところ、最後で、またイレギュラーで市

長、いかがでございますか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

 今城議員の質問にお答えします。 

 まずは、古佐田のほうで被災された方に、
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心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 本当に火災のときに初期消火で、どこでと

められるかというのが火災の中で非常に大切

なことだと思っています。私も消防団でした

ので、まず自助の部分で、例えばてんぷらを

揚げていて、それに火がついたときにどうい

う消火をせなあかんのかということを、やは

り家庭の皆さんがどれだけ理解をしているか

ということも大事でありますし、こういうケ

ースの場合はこう消すというふうな、そうい

うのをしっかりと広報していくということも

大事だと思います。 

 また、今回の火事の初期消火が遅れたとい

うのは、先ほど今城議員が言われたとおりで

ありますので、そういう障がい者の方、ある

いは高齢者の方で、十分な消火が与えられな

いというときには、このケースはこうしてく

ださいというふうなことも、考えていく必要

があるのかなというふうに思っています。 

 とにかく火災で大切なことは、まず初期の

段階で火災を防げるか。そして、類焼してい

った場合に考えておかなければならないのは、

どこのゾーンでとめるんやと。今回の古佐田

の火事でありましたけども、かなり広範囲に

広がっていった。そして、県道を挟んで１軒

の商店のほうに行った。そういうことがある

場合、どこで火をとめるかというのも、これ

は消防の判断になってくるんですけども、そ

れはなかなか、燃えているお家には非常に申

しわけない部分もあるんですけども、どこで

とめるか、類焼をどこで防ぐかということも、

消防としては当然考えていく必要があるとい

うことになります。 

 今後の大事なことは、今、自主防災会81.1％

の結成率になってるんですけれども、実際、

大きい区に関しては、ほとんど自主防災会と

いうのは結成をしていただいています。ただ、

例えば高野口町のように小さな区の中で、そ

れができる、つくるのが難しいというふうな

区もありますけども、ただ、今でもそういう

ふうに、自主防災会設立に向けて協力をして

いただいている地域もありますので、私の指

示は、100％つくりなさいということで、就任

当初からお話をさせていただいて、総務部を

中心にそういうふうに動いていただいてます。 

 訓練もやってるんですけども、一番大切な

ことは、防災推進室と消防を連携をさせてい

くということだと思います。どうしても大き

い災害に、人間は不思議なもので、大きなも

のに対しては目が行くんですけども、幸い、

橋本市も大きな火災がなかったものですから、

地域の人たちもそういう面では、火災に対す

る意識がまだまだ低いのかなというふうに思

ってますので、自主防災会と一緒に連携して、

今後、消防も一緒に活動するというふうなこ

とが大事かなと思っています。 

 今回の火災で感じていることは、やはり初

期消火の重要性を、いかに市民の方にわかっ

てもらえるか。例えば、先ほど言いましたよ

うに障がい者とか病人とか介護の必要な方に

対して、どういうふうなことをこれから考え

ていく必要があるのかというふうな部分も、

しっかりとこれから協議をしていく。また、

古佐田地区のようなところでの防火訓練をど

ういうふうに、地理的条件を含めた防火訓練

というのも、今後、区と調整する必要がある

のかなというふうに思っています。 

 消防団も今回、若干批判を受けた部分もあ

るんですけども、消防団も高齢化の影響で、

サラリーマンの方も増えている、あるいは火

災経験のない方も増えているという問題も実

はあります。また、火災現場へ行ったことも

ないという消防団員もいてます。これは残念

ながら訓練だけではできません。やはり経験

も踏む中で、火災というのは答えが一つでは

ないので、何種類もの火災の種類があって、
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その中で一つずつ、どういう対応をしていく

んやというのは、実践の中で学んでいかなあ

かんということでもありますので、その辺も、

今後どうしていくんかというのが大きな課題

でありますので、今後も消防としっかりと話

をしていきたい。 

 消防職員もそうなんです。今、採用はして

いってますけども、だんだん若い職員になっ

てきてますので、その辺のことも、今、若手

が入ってきているのはありがたいですけども、

やはり実践経験も不足してきているというの

もありますので、その辺も、これは消防署員

も消防団も一緒ですので、そういう中で、よ

り良い火災防火活動ができるように取り組ん

でまいりたいと思っています。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 本当に、今、市長のおっしゃったとおりで

ございます。今回の九度山、それから古佐田

の火事、これは我々住んでいる高野口の中に

も、そのような場所がたくさんございます。

ぜひ、その辺のところの方々にも訓練をして

いただいて、防火に対する意識を共有化する

というのが、今回、この二つの大きな火事か

ら得る教訓やと思います。この不幸なことで

ございますけども、これを教訓にして防火意

識をもっと高めていくために、市のほうも、

また消防署のほうも、今後とも努力をするよ

うによろしくお願いいたしまして、１番目の

質問を終わらせていただきます。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、ス

マートフォン等の使用による情報のスピード

化と共有化に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）スマートフォン等

の使用による情報のスピード化と共有化につ

いてお答えします。 

 橋本市では、広報紙やホームページを利用

し、さまざまな行政情報を発信しているとと

もに、市長への手紙やパブリックコメントを

募集することで、市民の皆さまの声をお聞き

しています。また、広聴としての新たな取り

組みとして、カフェのようなゆったりした雰

囲気の中で、市民の方からテーマに沿ったご

意見などをいただく場として、本年６月より

「はしもとカフェミーティング」を実施して

います。 

 また、ＩＣＴ関係の広報としての取り組み

は、前述のホームページ以外にもフェイスブ

ックやテレビ和歌山のデータ放送を利用した

「あんぜん情報24時」を活用し、情報の発信

に努めているところです。 

 さて、平成26年12月議会定例会でもご提案

いただきました、愛知県半田市の「マイレポ

はんだ」の取り組みを例とした「フィックス・

マイ・ストリート」というアプリケーション

の利用は、道路施設の破損や不法投棄などに

気付いた市民が行政に報告し、行政はその情

報を見て、必要に応じた対応を行う取り組み

であり、市民がいつでもどこででも簡単に写

真や位置情報を伝えることができる点、多く

の方から情報を受けることで、行政の気づか

ない問題などに迅速に対応できるという効果

があると考えています。 

 その一方で、匿名での通報となるため、通

報者を特定できないことによる情報の精度の

問題、通報時に添付される写真などに個人情

報がある場合の取り扱い、誹謗・中傷や不適

切な言葉による通報の取り扱い、現在、密に

行っている区や自治会との連携・調整などを

考慮すると、課題も多くあると考えています。 

 これら課題を考慮すれば、現段階では実現

は難しいと考えていますので、ご理解をお願

いします。 

 ただし、日進月歩で便利なツールが開発さ
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れる時代ですので、情報のスピード化と共有

化という観点で、有益に取り入れるものがあ

れば検討してまいります。 

 なお、本議会に提出しています補正予算に

おいて、魅力発信特設ホームページ開設委託

料を計上しています。この中で、子育て支援

に特化したページの新規開設を考えており、

これまでの行政からの一方的な情報発信にと

どまらず、内容については、妊娠されている

ご家庭や子育て世代のパパママが本当に必要

とする情報を、これらに詳しい市民の方に協

力をいただきながら作成し、発信してまいり

ます。 

 これは、議員おただしのアプリケーション

ではなく、ホームページ上での取り組みにな

りますが、利用者にとってアプリケーション

のほうが利用しやすいということになれば、

アプリケーションへの移行も視野に入れ、検

討していきたいと考えています。 

○議長（中本正人君）４番 今城君、再質問

ありますか。 

 ４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）２回目のご答弁ありが

とうございます。 

 まず、各地域、各地方自治体では、いろん

な形で、今、アプリを利用した行政サービス

というのをやってございます。私、たまたま

12月に「マイレポはんだ」、その前には、「ち

ばレポ」、千葉市が独自に開発したアプリケー

ションでございましたけれども、部長おっし

ゃるように、本当に四つの、通報者の特定、

不適切な言葉をもっての通報、受け手側、行

政の体制、関係機関、区・自治会等との連携、

勤務外時間の対応と、前回の場合はこのよう

なご答弁をいただいたわけでございますけれ

ども、あれから、この「フィックス・マイ・

ストリート」というアプリを利用して行政サ

ービスをするという、大分県の別府市がこの

アプリを利用して、それとともに郵便局と連

携して、割合特化しておるかもわかりません

けども、各道路の問題であったり、いろんな

問題で協定を結んで、このアプリを利用して

やるということが載ってございました。 

 その点で、当市としては、そのようないろ

んな不都合な部分があるということでござい

ますけれども、今、当市においては、先ほど、

今度の補正予算でやられる若い子育て世代の

方々への情報の発信、本当にいいことである

と思います。ほかに、そのようなスマートフ

ォン等々を利用してできるような情報の発信

というのは、当市では、ほかに何かやられて

おるところはありますか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）現在、スマホを利

用してというのはないんですけども、これは

12月議会でも答弁させていただいたように、

橋本市の持っている情報をオープンデータ化

して公開をすることによって、民間主導でア

プリケーションをつくっていただいておると

いうのが、今２件ございます。 

 １件は、「税金はどこへ行った」という題名

で、橋本市版をつくっていただいておると。

もう一件が、「5374.jp」ということで、これ

も橋本版でつくっていただいておるというこ

とで、これは、市のホームページのオープン

データカタログのところで公開をしてござい

ます。 

 「税金はどこへ行った」というのが、自分

の年間総収入を入力していただいて、単身か

または扶養があるかどうかも選択していただ

きますと、年間支払う市税総額が１日当たり

どれぐらいかということ、それから、市税が

それぞれ各分野にどれぐらい配分されている

んかということが表示されておって見れるア

プリケーションでございます。 

 それから、「5374.jp」につきましては、市
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内の地区ごとのごみ出し日と、それから、ご

みの種類を簡単に見ることができるアプリケ

ーションでございまして、これも、市がオー

プンデータを公開することによって、民間主

導でつくっていただいたものでございます。 

 現在、この２件がアプリケーションとして

公開しているということになります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）今、部長ご答弁いただ

いたオープンデータの公開ということで、せ

んだって、我々、文教厚生委員会のほうで視

察に行きました静岡県の島田市のほうでは、

このオープンデータ化というのをやってござ

いまして、その観光情報とＡＥＤの設置情報、

避難所情報、これをスマートフォンなどを活

用した観光情報や、８カ国語対応避難所ナビ

アプリなどが利用可能となるという、今おっ

しゃいましたように、いろんな形で、このオ

ープンデータを公開して、市民の方々、また

来られた観光客の方、インバウンドの方々が

それを見て、その地域を知るというふうなと

ころも、一つの自治体での情報の共有化のあ

り方ではないかというふうに思っております。 

 それから、せんだって、和歌山市が県内で

はじめて、子育て情報を提供するスマートフ

ォン向けアプリの開発に540万円を計上と。ア

プリは無料でダウンロードでき、子どもの生

年月日や住んでいる地区を登録すると、月齢

と年齢に合わせ、健診の日程や子育てセミナ

ーなどのイベント情報が自動的に配信される

と。これは、国の地方創生交付金を活用し、

今年度末には配信を開始する予定であるとい

うふうに、この間、これも新聞のほうで行政

ファイルのほうに載ってございました。 

 やはり、こういうふうに、先ほど申しまし

たように、無料のアプリでは、そういうふう

ないろいろの問題等々があるということでご

ざいますので、我が橋本市といたしましても、

今後、いろいろな市独自の、財政的に厳しい

折ではございますけれども、市民の方々の便

利、また、情報を共有化するために、アプリ

を使ったいろんな情報の共有化、スピード化

に取り組んでいっていただきたいというふう

に思います。 

 いろいろと調べてみますと、千葉県の柏市

であったり、宮崎県の日向市であったり、い

ろんな形で、こういうものを利用して行政サ

ービスをやってございます。これが時代では

なかろうかというふうに思います。私も前の

質問のときに、スマートフォンを使い始めて

１年ということでございましたけれども、や

はり便利なものは便利で、使うていくことが

市民への行政サービスになろうかと思います。 

 今後とも、その辺のところをいろいろお考

えいただいて、頑張っていくし、頑張ってい

ただきたいと思います。 

 この前に、ちょっと一般質問にしました島

根県の海士町の中の言葉に、「活性化とは惰性

の仕組みを変えること、仕組みを変えるため

にいかにエネルギーを使うかで可能になる」

ということでございます。我々もエネルギー

を使って、市民のために今後とも頑張ってい

く所存でございますので、当局のほうも、い

ろいろとまたお知恵を貸していただいて、

我々にバックアップしていただきたいという

ふうに思います。 

 それでは、この２番目を終わらせていただ

きます。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時30分まで休憩いたします。 

（午前10時18分 休憩） 

     

                                         


